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本
稿
は
、
保
険
法
の
基
礎
法
理
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
指
図
式
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を

加
え
、
そ
の
議
論
に
お
け
る
問
題
点
を
う
き
ぼ
り
に
し
、
今
後
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
の
若
干
の
視
点
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
も
の
で

あ
る
。



122叢論律法

　
と
こ
ろ
で
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
深
く
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
承
認
の
経
済
的
必
要
性
の
有
無
と
い
う
、
実
態
把
握
に

つ
い
て
の
認
識
の
相
違
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
つ
て
、
保
険
金
請
求
権
が
取
引
の
対
象
と
し
て
多
数
人
間
を
流
通
す
べ
き
運
命
を
有
し
て
い

な
い
と
し
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
肯
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
権
利
の
証
券
化
に
よ
る

権
利
の
流
通
促
進
の
必
要
性
が
有
価
証
券
性
肯
定
の
基
準
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
要
性
が
な
い
場
合
に
は
有
価
証
券
性
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
種
類
の
保
険
証
券
に
つ
い
て

一
律
に
有
価
証
券
性
を
否
定
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
保
険
法
理

と
有
価
証
券
法
理
が
密
接
に
交
錯
す
る
領
域
の
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
保
険
証
券
は
、
保
険
法

理
に
も
と
つ
く
種
々
の
特
有
の
影
響
な
い
し
制
約
を
強
く
受
け
る
。
そ
の
た
め
、
保
険
金
請
求
権
の
有
価
証
券
化
の
可
能
性
、
有
価
証
券

に
認
め
ら
れ
る
豊
呈
思
の
証
券
取
得
者
の
保
護
、
被
保
険
利
益
と
分
離
し
た
保
険
金
請
求
権
の
み
の
単
独
譲
渡
の
可
否
等
の
問
題
が
生
ず
る
。

第
三
に
、
あ
る
証
券
の
有
価
証
券
性
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
有
価
証
券
に
認
め
ら
れ
る
諸
々
の
機
能
が
そ
の
証
券
に
つ
い
て
も
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
有
価
証
券
に
認
め
ら
れ
る
諸
々
の
機
能
の
う
ち
の
ど
の
機
能
に
着
眼
す
る
か
に
よ
っ
て
、
保
険
証
券
の
有

価
証
券
性
の
判
断
に
も
相
違
が
生
ず
る
。
第
四
に
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
否
定
す
る
理
由
に
つ
き
、
従
来
の
通
説
は
、
い
ず
れ
か

と
い
え
ば
、
保
険
証
券
な
い
し
保
険
金
請
求
権
の
特
質
に
着
眼
し
て
い
た
の
に
対
し
、
近
時
の
学
説
は
、
商
法
六
五
〇
条
の
解
釈
に
お
け

る
対
抗
要
件
具
備
不
要
説
を
前
提
と
し
、
対
抗
の
た
め
に
保
険
証
券
の
裏
書
は
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
着
眼
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
否
定
の
理
由
に
つ
き
質
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
こ
の
た
め
議
論
が
一
層
複
雑
化
し
て
い
る
。

　
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
単
に
こ
の
問
題
自
体
を
め
ぐ
る
議
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
険
法
の
基
礎
法
理
に
関
し
て

再
検
討
の
必
要
を
迫
ま
る
契
機
を
も
含
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
め



ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
、
今
後
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
の
若
干
の
視
点
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
有
価
証
券
性
否
定
説

↓
従
来
の
通
説

（
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一
　
わ
が
国
の
従
来
の
通
説
及
び
判
例
は
、
保
険
証
券
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
保
険
証
券
に
つ
い
て
一
律
に
有
価
証
券
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
否
定
し
、
た
と
い
指
図
式
ま
た
は
無
記
名
式
の
保
険
証
券
で
あ
っ
て
も
有
価
証
券
性
を
有
し
な
い
と
解
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ

の
通
説
的
見
解
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
承
継
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
＜
．
国
冴
窪
げ
母
σ
q
は
、
保
険
証
券
は
、
流
通
を
目
的
と
し
た
証
券
（
Ω
鱒
巳
窪
証
o
鵠
0
9
且
曽
①
）
で
は
な
く
、
と
く

に
貨
幣
代
替
物
（
Ω
①
匡
゜
。
自
目
o
σ
q
鉾
①
）
す
な
わ
ち
支
払
用
具
（
N
僧
巳
目
σ
q
°
・
巨
詳
Φ
一
）
と
し
て
の
機
能
を
果
す
能
力
を
全
く
欠
い
て
い
る
と
す

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
保
険
証
券
が
表
章
し
て
い
る
権
利
は
一
般
的
に
不
確
実
で
あ
り
、
そ
の
権
利
の
額
は
不
確
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

権
利
の
存
在
は
一
定
の
事
情
の
発
生
ま
た
は
不
発
生
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
保
険
契
約
に
も
と
つ
く
保
険
者
の
義
務
も
無
因
的
な
金
額

約
束
で
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
法
律
行
為
に
も
と
つ
く
多
く
の
抗
弁
及
び
以
前
の
被
保
険
者
の
人
的
事
情
に
も
と
つ
く
多
く
の
抗
弁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

対
し
て
、
保
険
者
は
後
の
被
保
険
者
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ρ
山
p
碗
Φ
冨
も
、
国
巨
Φ
5
σ
①
お

の
右
の
見
解
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
う
え
で
、
保
険
金
請
求
権
は
た
だ
保
険
契
約
に
も
と
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
、
保
険
証
券
は
、

保
険
金
請
求
権
の
担
い
手
（
日
蘇
α
q
9
で
は
な
く
、
単
に
保
険
金
請
求
権
の
付
属
物
（
N
ロ
σ
㊦
げ
曾
）
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

券
は
債
権
に
随
伴
す
る
の
で
あ
っ
て
、
有
価
証
券
の
よ
う
に
債
権
が
証
券
に
随
伴
す
る
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
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二
　
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
右
で
述
べ
た
見
解
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
る
。

　
ω
　
ま
ず
、
権
利
と
証
券
の
結
合
と
い
う
、
有
価
証
券
法
理
の
観
点
か
ら
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
保
険
証
券
に
は
権
利
が
表
章
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
保
険
金
請
求
権
の
移
転
・
行
使
に
保
険
証
券
を
要
し
な
い
こ

菟
あ
る
い
は
・
保
険
契
約
上
の
権
利
の
発
生
゜
行
使
゜
処
分
゜
証
明
等
に
は
保
険
証
券
は
必
要
で
な
℃
」
と
・
運
送
保
陰
海
上
保
険

に
お
い
て
も
、
保
険
の
目
的
物
が
運
送
証
券
の
引
渡
に
よ
っ
て
移
転
す
る
の
で
保
険
契
約
上
の
権
利
も
こ
れ
に
随
伴
し
て
移
転
す
る
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
る
と
、
保
険
金
請
求
権
の
移
転
に
は
保
険
証
券
の
裏
書
は
必
要
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
保
険
証
券
の
所
持

だ
け
で
は
保
険
金
請
求
権
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
運
送
証
券
の
所
持
が
保
険
金
請
求
権
者
で
あ
る
こ
と
の
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

次
的
証
明
と
な
り
、
保
険
証
券
の
所
持
が
第
二
次
的
に
保
険
金
請
求
権
者
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

保
険
証
券
に
保
険
金
請
求
権
が
表
章
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
保
険
金
請
求
権
が
保
険
証
券
に
従
う
の
で

は
な
く
、
保
険
証
券
が
保
険
金
請
求
権
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
譲
渡
ま
た
は
質
入
れ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
保
険
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

券
自
体
で
は
な
く
、
保
険
金
請
求
権
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
に
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

証
券
の
裏
書
は
必
要
で
な
い
ば
か
り
か
、
裏
書
に
よ
っ
て
保
険
金
請
求
権
は
移
転
し
な
い
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
あ
る
証
券
に
権
利
が
表
章
さ
れ
て
そ
の
証
券
が
有
価
証
券
と
な
る
か
否
か
は
、
証
券
作
成
者
の
意
思
、
権
利
の
証
券
化
に
よ
る
権
利
流
通

促
進
の
必
要
性
の
有
無
等
と
い
う
実
質
的
な
基
準
に
求
め
ら
れ
る
が
、
右
の
見
解
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
右
の
見
解
に
お
い
て
は
、
保
険
証
券
に
権
利
は
表
章
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
ω
　
保
険
証
券
は
不
要
因
証
券
で
な
い
こ
と
、
保
険
証
券
に
お
い
て
は
抗
弁
の
制
限
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
保
険

証
券
の
有
価
証
券
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
証
券
は
債
務
者
が
証
券
の
文
言
に
従
っ
た
証
券
的
債
務
を
設
定
す
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（
9
V

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
保
険
金
請
求
権
は
保
険
証
券
外
の
諸
事
情
に
依
存
す
る
の
で
単
独
で
流
通
す
る
の
に
適
し
な
い
と
さ
れ
る
。
あ

る
い
は
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
を
認
め
て
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
抗
弁
の
制
限
と
い
う
、
保
険
者
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
重
大
な
結
果
が
生
ず
る
こ
と
か
ら
、
保
険
証
券
は
、
そ
の
性
質
上
、
裏
書
に
よ
る
譲
渡
可
能
性
と
調
和
し
え
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
右
の
見
解
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
】
に
、
右
の
見
解
に
よ
る
と
、
有
価
証
券
は
不
要
因
証
券
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
要
因
証
券
は
有
価
証
券
か
ら
排
除
さ

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
証
券
が
有
価
証
券
で
あ
る
か
否
か
を
そ
の
証
券
の
不
要
因
性
の
有
無
に
求
め
る
こ
と
は
、
決
定
的
な

誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
証
券
が
債
権
の
流
通
に
貢
献
す
べ
き
性
質
を
有
す
る
か
否
か
、
債
権
の
流
通
性
を
確
保
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
性
質
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
第
二
に
、
右
の
見
解
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
保
険
金
請
求
権
が
保
険
証
券
外
の
諸
事
情
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

保
険
証
券
の
効
力
は
不
安
定
で
あ
り
、
そ
の
流
通
性
が
低
下
し
、
あ
る
い
は
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
か
ら
、
保
険
証
券
に
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

価
証
券
性
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
い
う
る
。
と
く
に
、
有
価
証
券
の
本
質
を
「
流
通
証
券
」
と
把
握
す
る
立
場

か
ら
、
有
価
証
券
に
本
質
的
な
流
通
保
護
の
た
め
の
要
請
で
あ
る
抗
弁
の
制
限
等
が
認
め
ら
れ
な
い
証
券
（
記
名
証
券
）
の
有
価
証
券
性

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
疑
問
視
す
る
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
抗
弁
の
制
限
が
生
じ
な
い
保
険
証
券
を
有
価
証
券
と
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
に
な
る
も

　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
抗
弁
の
制
限
が
生
ず
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
、
あ
る
証
券
が
有
価
証
券
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
直

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

接
に
は
関
連
性
は
な
い
。
ま
た
、
抗
弁
の
制
限
が
生
じ
な
い
こ
と
に
よ
る
権
利
の
流
通
性
の
低
下
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
保
険
証
券
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

み
特
有
な
こ
と
で
は
な
く
、
要
因
証
券
の
特
質
に
由
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
保
険
金
請
求
権
は
、
保
険
証
券
外
の
諸
事
情
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
有
価
証
券
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。

　
第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
、
抗
弁
の
制
限
が
生
じ
な
い
と
し
て
も
有
価
証
券
性
を
肯
定
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
が
、
問
題
は
、
保
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険
者
が
抗
弁
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
指
図

債
権
の
譲
受
人
の
保
護
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
民
法
四
七
二
条
の
「
其
証
書
ノ
性
質
ヨ
リ
当
然
生
ス
ル
結
果
」
と
し
て
、
保
険
者
は
抗
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
民
法
四
七
二
条
の
「
其
証
書
ノ
性
質
ヨ
リ
当
然
生
ス
ル
結
果
」
と
は
、
例

え
ば
、
証
書
の
呈
示
が
な
け
れ
ば
弁
済
を
な
さ
な
い
こ
と
、
署
名
捺
印
が
真
正
で
な
い
こ
と
、
裏
書
の
連
続
を
欠
い
て
い
る
こ
と
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V

よ
う
に
、
証
書
自
体
よ
り
生
ず
る
結
果
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
告
知
義
務
違
反
、
危
険
増
加
、
保
険
料
の
不
払

い
等
を
理
由
と
す
る
保
険
者
の
抗
弁
は
、
保
険
証
券
自
体
よ
り
生
ず
る
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
保
険
証
券
作
成
の
基
礎
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

い
る
保
険
契
約
よ
り
生
ず
る
抗
弁
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
証
券
の
性
質
よ
り
当
然
生
ず
る
結
果
、
例
え
ば
裏
書

が
不
連
続
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
証
券
上
か
ら
明
白
な
の
で
、
こ
れ
を
証
券
の
譲
受
人
に
対
抗
で
き
る
と
し
て
も
譲
受
人
に
不
測
の
不

利
益
を
与
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
告
知
義
務
違
反
等
の
事
実
は
、
保
険
証
券
に
は
記
載
さ
れ
な
い
の
で
、
保

険
証
券
上
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
抗
弁
は
本
来
は
保
険
証
券
の
譲
受
人
に
は
対
抗
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
す
る
と
保
険
制
度
の
最
も
基
本
的
で
重
要
な
基
礎
を
揺
が
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を
抗
弁
と
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
損
害
保
険
契
約
は
、
被
保
険
利
益
に
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
契
約
な
の
で
、
被
保
険
利
益
の
な
い
と
こ
ろ

に
保
険
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
保
険
利
益
の
帰
属
と
分
離
し
て
保
険
金
請
求
権
の
み
を
単
独
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ

　
（
2
3
）

れ
る
。
そ
こ
で
、
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
る
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
保
険
金
請
求
権
は
被
保
険
利
益
と
分
離
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
保
険
証
券
を
単
独
に
譲

渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
保
険
金
請
求
権
が
当
然
に
移
転
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
保
険
金
請
求
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V

を
被
保
険
利
益
と
分
離
し
て
譲
渡
す
る
と
保
険
金
請
求
権
は
消
滅
し
保
険
契
約
は
効
力
を
失
う
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
保
険
証
券
は
裏
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書
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
保
険
証
券
は
保
険
金
請
求
権
を
表
章
し
て
い
る
の
で
必
然
的
に
被
保
険
利
益
の
移
転
を
伴
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
利
益
な
け
れ
ば
保
険
な
し
と
い
う
原
則
上
、
保

険
証
券
の
移
転
に
は
被
保
険
利
益
の
移
転
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
保
険
事
故
の
発
生
前
に
は
妥
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

が
、
保
険
事
故
の
発
生
後
に
は
妥
当
せ
ず
、
こ
の
場
合
に
は
保
険
金
請
求
権
は
保
険
証
券
に
表
章
さ
れ
う
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
損
害

填
補
と
は
、
事
故
に
よ
り
現
実
に
損
害
を
被
っ
た
者
に
そ
の
損
害
を
填
補
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
被
保
険
利
益
を
有
し

な
い
者
に
は
損
害
は
発
生
し
な
い
の
で
、
右
の
見
解
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
被
保
険
利
益
の
移
転
を
受
け
ず
に
保
険
金
請
求
権
の
み
を

譲
受
け
た
保
険
証
券
の
所
持
人
に
保
険
金
を
支
払
う
と
い
う
保
険
証
券
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
通
説
は
、
被
保
険
利
益
の
移
転
を
伴
わ
な
い
保
険
金
請
求
権
の
み
の
譲
渡
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
保
険
利
益
の
地
位
に
関
す
る
相
対
主
義
な
い
し
主
観
主
義
の
立
場
か
ら
、
被
保
険
利
益
は
保
険
契
約
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

不
当
な
利
得
の
手
段
に
悪
用
さ
れ
な
い
た
め
の
要
請
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
保
険
金
請
求
権
の
み
が
単
独
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

被
保
険
利
益
は
依
然
と
し
て
客
観
的
に
存
在
し
、
譲
渡
人
は
な
お
被
保
険
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
、
反
対
説
は
、
保
険
金
請
求

権
が
常
に
被
保
険
利
益
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
譲
受
人
が
保
険
事
故
を
誘
発
す
る
こ
と
の
危
険
が
あ
る
こ
と
等
と
述
べ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
い
ず
れ
も
薄
弱
で
あ
る
こ
と
、
保
険
法
の
現
在
の
発
達
段
階
に
お
い
て
は
、
被
保
険
利
益
の
主
体
と
損
害
填
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

請
求
権
は
も
は
や
不
可
分
の
関
係
に
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
右
の
見
解
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
る
。

　
第
一
に
、
被
保
険
利
益
の
地
位
に
関
す
る
相
対
主
義
な
い
し
主
観
主
義
の
立
場
か
ら
、
被
保
険
利
益
は
保
険
契
約
の
悪
用
防
止
の
た
め

の
政
策
的
要
請
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
、
保
険
金
請
求
権
の
単
独
譲
渡
可
能
性
と
が
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く

の
か
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
け
だ
し
、
被
保
険
利
益
は
悪
用
防
止
の
た
め
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
保
険
金

請
求
権
の
単
独
譲
渡
可
能
性
と
は
次
元
を
異
に
し
て
お
り
、
前
者
か
ら
後
者
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
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と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
え
て
被
保
険
利
益
の
地
位
に
関
す
る
相
対
主
義
な
い
し
主
観
主
義
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

う
観
点
か
ら
述
べ
る
ま
で
の
必
要
性
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
保
険
金
請
求
権
の
み
が
単
独
に
譲
渡
さ
れ
て
も
被
保
険
利
益
は
依
然
と
し
て
客
観
的
に
存
在
し
、
譲
渡
人
が
被
保
険
者
の
地

位
を
有
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
受
人
は
被
保
険
利
益
を
有
し
な
い
の
で
、
譲
受
人
と

の
関
係
に
お
け
る
と
い
う
意
味
で
は
被
保
険
利
益
は
主
観
的
に
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
被
保
険
利
益
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

客
観
性
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
被
保
険
利
益
が
客
観
的
に
存
在
す
る
以
上
、
そ
れ
が
何
人
に
帰
属
す
る
か
は
問
わ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
利
益
な
け
れ
ば
保
険
な
し
と
い
う
原
則
は
、
被
保
険
利
益
は
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ

れ
と
も
、
そ
れ
以
外
に
主
観
的
な
帰
属
を
も
要
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
根
幹
に
関
わ
る
問
題
が
問
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
右
の
原
則
は
保
険
の
賭
博
化
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
保
険
の
賭
博
化
と
い
う
危
険
が

生
ず
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
被
保
険
利
益
の
存
在
を
要
求
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
右
の
原
則

は
、
保
険
契
約
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
保
険
契
約
成
立
後
の
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
の
場
合
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
利
益
な
け
れ
ば
保
険
な
し
と
い
う
原
則
の
射
程
範
囲
を
画
そ
う
と
す
る
こ
の
見
解
は
、
多
く
の
示
唆

に
富
ん
で
い
る
が
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
’

　
第
三
に
、
保
険
金
請
求
権
の
み
の
単
独
譲
渡
を
認
め
る
と
、
保
険
の
目
的
物
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
が
保
険
金
の
支
払
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
受
人
に
よ
る
保
険
事
故
誘
発
の
危
険
が
生
ず
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
す

べ
て
の
種
類
の
保
険
に
つ
い
て
一
律
に
妥
当
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
運
送
保
険
に

お
い
て
は
、
保
険
の
目
的
物
で
あ
る
貨
物
は
運
送
人
の
直
接
占
有
の
も
と
に
置
か
れ
保
険
金
請
求
権
の
譲
受
人
の
占
有
下
に
は
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
V

こ
の
者
に
よ
る
保
険
事
故
の
誘
発
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
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ω
　
保
険
金
請
求
権
は
、
そ
の
発
生
の
有
無
及
び
金
額
に
関
し
て
不
確
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
金
額
の
支
払
い
が
約
束
さ
れ
て

い
る
生
命
保
険
は
別
と
し
て
、
保
険
契
約
に
お
い
て
は
一
定
金
額
の
支
払
い
は
約
束
さ
れ
て
い
な
い
。
約
束
さ
れ
て
い
る
の
は
損
害
填
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
損
害
は
、
発
生
す
る
か
否
か
、
ど
の
程
度
の
額
に
お
い
て
発
生
す
る
か
は
不
確
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う

な
権
利
を
証
券
に
表
章
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
こ
の
よ
う
な
不
確
定
な
権
利
を
表
章
し
た
証
券
は
流
通
に
適
す
る
か
、
こ
れ
を
逆

に
述
べ
る
な
ら
ば
、
証
券
化
が
可
能
で
あ
り
流
通
に
適
し
て
い
る
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
権
利
の
発
生
及
び
額
が
ど
の
程
度
に
お
い
て

確
定
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
権
利
を
表
章
す
る
証
券
に
流
通
証
券
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

し
て
の
機
能
を
営
ま
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
証
券
に
表
章
さ
れ
て
流
通
が
促
進
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
「
債
権
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
保
険
事
故
発
生
前
の
権

利
は
不
確
定
な
権
利
で
あ
り
、
一
定
の
行
為
（
給
付
）
を
請
求
し
う
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
債
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
保
険
事
故
発
生
前
の
権
利
は
条
件
付
権
利
な
い
し
期
待
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
将
来
に
お
い
て
条
件
が
成
就
す
る
な
ら
ば

権
利
を
取
得
し
う
る
と
い
う
現
在
の
期
待
状
態
に
対
し
て
法
が
与
え
て
い
る
保
護
が
期
待
権
で
あ
る
。
期
待
権
は
、
条
件
が
成
就
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

と
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
将
来
の
債
権
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
期
待
権
は
、
実
質
的
に
は
将
来
の
権
利
へ
継
承

　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

発
展
す
る
も
の
と
し
て
財
産
的
価
値
を
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
債
権
に
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
権
利
は
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

に
表
章
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
期
待
権
の
譲
渡
の
方
法
及
び
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
、
債
権
譲
渡
に
関
す
る
民
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

一
般
原
則
（
民
法
四
六
七
条
）
に
よ
る
が
、
こ
れ
は
保
険
事
故
発
生
前
の
権
利
に
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
指
図
式
保
険
証
券
が
発
行
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
指
図
証
券
に
関
す
る
法
理
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
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⇔
近
時
の
学
説

叢論律法

　
一
　
右
で
吟
味
・
検
討
を
加
え
た
従
来
の
通
説
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
保
険
証
券
な
い
し
保
険
金
請
求
権
の
特
質
に
着
眼
し
て
保
険

証
券
の
有
価
証
券
性
を
否
定
す
る
見
解
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
近
時
、
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
に
関
す
る
商
法
六
五
〇
条
の
解
釈
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
対
抗
要

件
の
具
備
を
要
し
な
い
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
・
王
張
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
保
険
金
請
求
権
は
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
に
随
伴
し
て
移
転
し
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
独
立
に
移
転
す
る
の
で
は
な
い
こ

と
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
く
て
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
、
対
抗
の
た
め
に
裏
書
は
必
要
で
な
い
の

で
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
認
め
る
必
要
性
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
証
券
の
裏
書
は
、
保
険
金
請
求
権
の
移
転
及
び
対
抗
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

た
め
の
要
件
で
は
な
く
、
単
に
免
責
証
券
の
授
受
の
過
程
を
示
す
た
め
に
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
保
険
証
券
の
裏

書
は
、
保
険
金
請
求
権
の
移
転
及
び
対
抗
の
た
め
の
要
件
で
は
な
い
と
す
る
右
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
指
図
式
保
険
証
券
の
「
発
行
の

　
　
　
　
　
（
4
5
）

意
味
が
問
わ
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。

　
二
　
そ
こ
で
、
右
で
述
べ
た
見
解
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
に
、
商
法
六
五
〇
条
の
解
釈
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
具
備
不
要
説
に
従
う
と
、
保
険
証
券
を

有
価
証
券
と
認
め
る
必
要
が
な
い
の
に
対
し
、
必
要
説
に
従
う
と
、
民
法
四
六
七
条
の
適
用
を
排
除
し
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
対
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
あ
る

証
券
を
有
価
証
券
と
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
対
抗
の
た
め
に
裏
書
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
し
か
し
、
対
抗
の
た
め
に
裏
書
が
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
有
価
証
券
性
否
定
と
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
対
抗
の
た
め
に
裏
書
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
、
保
険
証
券
が
有
価
証
券
か
否
か
と
い
う
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

は
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
の
問
題
は
前
者
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
裏
書
に
よ
り
対
抗
要
件
が
旦
ハ
備

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
価
証
券
に
お
け
る
権
利
譲
渡
手
続
の
容
易
化
と
し
て
、
有
価
証
券
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
有
価
証
券
の
諸
々
の
機
能
の
う
ち
の
一
つ
の
機
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
対
抗
要
件
の
具
備
を
要
し
な
い
た

め
に
裏
書
は
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
有
価
証
券
性
の
判
断
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
が
な

　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
V

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
と
と
も
に
保
険
金
請
求
権
も
移
転
す
る
が
、
こ
の
移
転
は
推
定
に
と
ど
ま
る
の
で
、
反
証
に
よ
っ
て

推
定
は
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
権
利
が
移
転
す
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
権
利
は
裏
書
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

て
確
定
的
に
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
保
険
証
券
の
裏
書
は
、
権
利
の
推
定
的
移
転
を
確
定
的
移

転
た
ら
し
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
き
な
意
味
を
有
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
、
右
の
見
解
に
よ
る
と
、
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
は
保
険
金
請
求
権
は
移
転
せ
ず
、
ま
た
対
抗
の
た
め
に
裏
書
は
必
要
で
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
裏
書
は
、
単
に
免
責
証
券
の
授
受
の
過
程
を
示
す
意
味
し
か
有
せ
ず
、
裏
書
人
と
被
裏
書
人
と
の
間
の
権
利
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
V

務
の
実
体
に
は
何
ら
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
裏
書
は
、
証
券
面
に
債
権
譲
渡
の
意
思
表
示
を
記
載
し
、
こ

れ
を
譲
受
人
に
交
付
す
る
行
為
で
あ
る
の
で
、
右
の
見
解
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
証
券
の
授
受
の
過
程
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
裏
書
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
権
利
の
移
転
と
い
う
実
体
的
な
効
力
を
伴
う
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
裏
書
」
と
い
う
概
念
は
、
一
定
の
効
果
を
伴
う
固
有
の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

と
異
な
っ
た
意
味
に
解
し
、
ま
た
こ
れ
よ
り
も
そ
の
効
果
を
減
縮
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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第
四
に
、
商
法
六
五
〇
条
の
解
釈
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
の
移
転
に
つ
い
て
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
が
、
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
目
的
物
の
譲
渡
に
つ
い
て
保
険
法
上
の
義
務
と
し
て
（
商
法
六
五
七
条
二
項
の
類
推
適
用
）
通
知
義
務
を
認
め
る
見
解
の
内
部
に
お
い

て
も
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
の
判
断
に
つ
き
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
六
五
〇
条
の
解
釈
い
か
ん
と
無
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

有
価
証
券
性
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
他
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
証
券

の
裏
書
に
よ
り
保
険
金
請
求
権
が
移
転
す
る
の
で
は
な
い
が
、
通
知
義
務
を
履
行
し
た
の
と
同
様
の
効
力
は
生
ず
る
こ
と
、
し
か
し
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

方
で
は
指
図
式
保
険
証
券
は
こ
の
通
知
を
要
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
、
他
方
で
は
保
険
の
目
的
物
が
運
送
人
の

直
接
占
有
下
に
置
か
れ
て
い
る
運
送
保
険
に
お
い
て
は
、
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
に
よ
り
危
険
状
態
に
変
更
は
生
じ
な
い
の
で
、
通
知
義

務
を
履
行
し
な
く
て
も
保
険
者
に
不
利
益
は
生
じ
な
い
こ
と
、
保
険
証
券
の
裏
書
だ
け
に
よ
っ
て
は
権
利
の
移
転
及
び
取
得
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

は
生
じ
な
い
の
で
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
認
め
る
こ
と
の
意
味
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
後
者
の
見
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
な
い
で
も
な
い
。
ま
ず
、
通
知
義
務
を
履
行
し
な
く
て
も
保
険
者
に
不

利
益
は
生
じ
な
い
と
す
る
が
、
通
知
義
務
の
目
的
は
、
単
に
危
険
著
増
の
存
否
確
認
及
び
危
険
著
増
に
対
応
す
る
機
会
を
保
険
者
に
保
障

す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
者
の
変
動
を
確
認
す
る
機
会
を
も
保
険
者
に
保
障
す
る
こ
と
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
通
知
義
務
を
履
行
し
な
く
て
も
保
険
者
に
不
利
益
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、

保
険
者
は
保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
者
の
変
動
を
確
認
す
る
機
会
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
運
送
証
券
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

「
譲
渡
と
は
別
に
…
…
保
険
証
券
だ
け
」
の
移
転
に
よ
る
保
険
金
請
求
権
の
移
転
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
保
険
証
券
の
み

の
単
独
譲
渡
に
よ
る
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
を
否
定
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
見
解
の
も
と

に
お
い
て
も
、
運
送
証
券
の
譲
渡
に
伴
っ
て
保
険
金
請
求
権
が
移
転
す
る
と
い
う
と
き
の
こ
の
移
転
は
、
保
険
証
券
の
裏
書
と
相
ま
っ
て

移
転
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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注
（
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）

32
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（（54
））

　　A　A876
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（
9
）

（
1
0
）

　
す
な
わ
ち
、
明
治
期
（
例
え
ば
、
青
木
徹
二
・
商
行
為
論
全
四
〇
三
i
四
〇
四
頁
（
有
斐
閣
書
房
、
明
治
三
九
年
）
、
村
上
隆
吉
・
最
近
保
険
法

論
全
二
五
二
i
二
五
三
頁
（
法
政
大
学
、
明
治
四
一
年
）
）
、
大
正
期
（
例
え
ば
、
松
波
仁
一
郎
・
改
正
日
本
商
行
為
法
一
二
九
六
頁
（
大
正
二
年
）
、

三
浦
義
道
・
補
訂
保
険
法
論
一
二
七
頁
（
巖
松
堂
書
店
、
大
正
一
五
年
y
。
但
し
、
青
山
衆
司
・
保
険
契
約
論
上
巻
二
二
七
頁
（
巌
松
堂
書
店
、
大

正
九
年
）
は
、
指
図
式
ま
た
は
無
記
名
式
の
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
認
め
て
い
た
。
）
及
び
昭
和
前
期
（
例
え
ば
、
水
口
吉
蔵
・
保
険
法
論
二

八
一
頁
（
清
水
書
店
、
昭
和
二
年
）
、
松
本
蒸
治
・
保
険
法
九
三
頁
（
中
央
大
学
、
昭
和
三
年
）
、
田
中
耕
太
郎
・
保
険
法
講
義
要
領
六
一
頁
（
昭
和

一
〇
年
）
。
但
し
、
岡
野
敬
次
郎
・
商
行
為
法
及
保
険
法
四
九
一
頁
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
年
）
は
、
「
指
図
式
の
保
険
証
券
」
の
有
価
証
券
性
を
認
め

て
い
た
）
に
お
い
て
は
、
有
価
証
券
性
は
否
定
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
〇
年
代
の
半
ば
以
後
に
お
い
て
は
有
価
証
券
性
を
認
め
る
学
説
が
支
配

的
と
な
っ
た
（
田
辺
康
平
「
学
説
一
〇
〇
年
史
・
商
法
－
保
険
法
」
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
〇
〇
号
記
念
特
集
・
学
説
百
年
史
」
一
一
九
ー
一
二
〇
頁
、

一
二
二
頁
も
参
照
）
。
大
審
院
昭
和
一
〇
年
五
月
二
二
日
第
三
民
事
部
判
決
（
民
集
一
四
巻
一
号
九
二
三
頁
）
は
、
「
疑
能
ハ
ス
ト
錐
モ
」
と
述
べ
つ

つ
も
、
有
価
証
券
性
を
否
定
し
て
い
る
。
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松
波
・
前
掲
一
二
九
六
頁
。

　
野
崎
隆
幸
・
保
険
契
約
法
論
八
九
頁
（
大
同
書
院
、
昭
和
一
一
年
）
、
西
島
弥
太
郎
「
積
荷
保
険
証
券
を
中
心
と
す
る
若
干
の
問
題
」
民
商
法
雑

誌
三
九
巻
一
・
二
二
二
号
二
三
一
頁
。

　
西
島
・
前
掲
二
三
二
ー
二
三
三
頁
参
照
。

　
≦
曜
閑
8
巳
σ
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Q
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悼
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田
中
（
耕
）
・
前
掲
六
一
頁
。
青
山
衆
司
「
保
険
証
券
と
流
通
証
券
」
法
学
新
報
二
〇
巻
一
一
号
九
六
－
九
七
頁
も
、
要
因
性
の
ゆ
え
に
流
通
証

券
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
Ω
幽
国
㊤
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①
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（
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）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
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）

（
2
1
）

（
2
2
）

　
小
町
谷
操
三
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
〇
年
度
二
四
七
頁
、
同
・
海
上
保
険
法
総
論
二
、
四
四
六
頁
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
九
年
）
、
野
津
務
「
指

図
式
保
険
証
券
に
就
て
」
法
学
新
報
四
六
巻
一
号
三
五
頁
。

　
伊
澤
孝
平
「
保
険
証
券
及
び
保
険
引
受
書
に
就
い
て
」
法
学
七
巻
六
号
三
九
頁
。

　
鈴
木
竹
雄
・
前
田
庸
補
訂
・
手
形
法
・
小
切
手
法
〔
新
版
〕
二
一
頁
参
照
（
有
斐
閣
、
平
成
四
年
）
。
な
お
、
青
山
・
前
掲
保
険
契
約
論
二
二
八

頁
参
照
。

　
朝
川
伸
夫
・
保
険
法
六
四
－
六
五
頁
（
中
央
大
学
、
昭
和
二
七
年
）
。

　
石
井
照
久
・
商
法
に
お
け
る
基
本
問
題
一
〇
三
－
一
〇
四
頁
（
勤
草
書
房
、
昭
和
四
二
年
）
、
同
・
商
法
H
三
入
入
頁
（
勤
草
書
房
、
昭
和
三
年
）
。

　
青
山
・
前
掲
保
険
契
約
論
二
二
入
頁
、
国
訂
魯
げ
曾
σ
q
“
P
P
ρ
Q
Q
」
刈
ら
。
も
、
抗
弁
の
制
限
と
い
う
、
有
価
証
券
に
特
有
な
実
体
的
効
力
は
保
険
証

券
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
そ
の
有
価
証
券
性
を
否
定
し
て
い
る
。

　
有
価
証
券
の
流
通
機
能
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
絶
対
の
目
的
で
は
な
く
、
他
の
機
能
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
西
原
寛
一
「
有
価
証
券
の
概
念
と
証
券
の
流
通
性
」
法
学
雑
誌
四
巻
三
・
四
号
二
七
三
－
二
七
五
頁
、
同
・
商
行
為
法
一
〇
三
頁
（
有
斐

閣
、
昭
和
四
二
年
）
）
。

　
な
お
、
無
因
証
券
の
根
拠
は
人
的
抗
弁
の
制
限
が
生
ず
る
点
に
あ
る
が
、
要
因
証
券
の
う
ち
で
も
文
言
性
が
認
め
ら
れ
る
証
券
は
、
部
分
的
に

無
因
証
券
化
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
1
1
前
田
・
前
掲
二
四
頁
（
一
七
）
）
。

　
朝
川
・
前
掲
六
四
－
六
五
頁
、
近
藤
民
雄
・
損
害
保
険
研
究
一
巻
二
号
三
四
五
頁
、
鈴
木
竹
雄
・
新
版
商
行
為
法
・
保
険
法
・
海
商
法
、
全
訂
第

一
版
入
五
頁
（
1
）
（
弘
文
堂
、
平
成
二
年
）
。

　
小
町
谷
・
前
掲
判
例
民
事
法
二
四
七
頁
、
同
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
四
四
六
頁
、
小
町
谷
操
三
口
田
辺
康
平
・
商
法
講
義
保
険
法
五
六
頁
（
岩

波
書
店
、
昭
和
二
九
年
）
。

　
鳩
山
秀
夫
・
増
訂
改
版
日
本
債
権
法
（
総
論
）
三
七
一
頁
（
岩
波
書
店
、
昭
和
八
年
）
、
我
妻
栄
・
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
W
）
五
六
〇
頁

（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
〇
年
）
、
於
保
不
二
雄
・
債
権
総
論
二
九
五
頁
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
〇
年
）
、
林
良
平
1
1
石
田
喜
久
夫
1
1
高
木
多
喜
男
・
債
権

総
論
〔
改
訂
版
〕
四
七
六
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）
。

　
そ
こ
で
、
青
山
・
前
掲
保
険
契
約
論
二
二
七
頁
も
「
保
険
契
約
二
卒
由
」
す
る
抗
弁
、
国
訂
①
口
げ
①
『
σ
q
”
費
費
ρ
Q
Q
躯
詰
も
「
法
律
行
為
（
閑
①
。
暮
゜
。
σ
q
①
゜
。
。
苺
津
）

に
も
と
つ
く
」
抗
弁
と
し
て
い
る
。
岡
野
・
前
掲
四
九
一
－
四
九
二
頁
も
「
証
券
ノ
性
質
」
よ
り
生
じ
た
抗
弁
で
は
な
い
と
し
、
民
法
四
七
二
条
の

適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
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（
3
5
）
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）
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被
保
険
利
益
の
主
体
と
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
者
の
分
離
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
保
険
証
券
に
保
険
金
請
求
権
者
が

示
さ
れ
て
い
な
い
無
記
名
式
保
険
証
券
の
発
行
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
岡
野
・
前
掲
四
九
一
頁
）
。

　
松
波
・
前
掲
一
二
九
五
頁
。

　
青
山
・
前
掲
保
険
契
約
論
二
二
七
頁
、
三
一
二
頁
、
同
「
保
険
証
券
」
末
弘
嚴
太
郎
H
田
中
耕
太
郎
編
・
法
律
学
事
典
第
四
巻
二
五
二
二
頁
（
岩

波
書
店
、
昭
和
一
一
年
）
。

　
米
谷
隆
三
「
指
図
式
保
険
証
券
の
裏
書
」
民
商
法
雑
誌
二
巻
六
号
七
九
ー
入
○
頁
。

　
大
森
忠
夫
・
保
険
法
〔
補
訂
版
〕
一
七
五
頁
（
有
斐
閣
、
平
成
二
年
）
。

　
田
中
誠
ニ
ー
1
原
茂
太
一
・
新
版
保
険
法
（
全
訂
版
）
二
〇
八
頁
（
千
倉
書
房
、
昭
和
六
二
年
）
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
六
三
四
頁
、
小
町
谷
1
1
田
辺
・
前
掲
八
七
頁
。

　
野
津
・
前
掲
三
五
頁
、
同
・
新
保
険
契
約
法
論
｝
七
七
頁
（
中
央
大
学
、
昭
和
四
二
年
）
。

　
そ
こ
で
、
野
津
・
前
掲
法
学
新
報
三
六
頁
は
、
端
的
に
、
単
独
譲
渡
を
認
め
て
も
弊
害
は
生
じ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
野
津
・
前
掲
新
保
険
契
約
法
論
三
六
ニ
ー
三
六
七
頁
、
伊
澤
・
法
学
七
巻
八
号
一
四
三
頁
、
同
・
保
険
法
＝
二
五
頁
（
青
林
書
院
、
昭
和
三
三

年
）
。
そ
こ
で
、
伊
澤
教
授
は
、
被
保
険
利
益
が
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
以
上
、
妻
所
有
の
財
産
に
つ
い
て
夫
を
被
保
険
者
と
し
た
保
険
契
約
も

有
効
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
づ
け
に
対
し
て
は
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
田
辺
康
平
・
保
険
判
例
百
選
二
三
頁
、
坂
口
光
男
・
損

害
保
険
判
例
百
選
二
一
頁
）
。

　
野
津
。
渇
剛
掲
法
学
新
報
一
二
⊥
ハ
頁
。

　
そ
こ
で
、
田
辺
康
平
「
被
保
険
利
益
を
伴
わ
な
い
未
必
的
保
険
金
請
求
権
の
処
分
」
福
岡
大
学
創
立
二
五
周
年
記
念
論
文
集
法
学
編
＝
二
五
頁

以
下
、
小
町
谷
1
1
田
辺
前
掲
入
七
頁
注
三
は
、
保
険
金
譲
受
人
に
利
得
を
生
じ
な
い
よ
う
な
制
限
を
付
し
て
の
み
権
利
の
移
転
が
認
め
ら
れ
る
と

す
る
。

　
野
津
・
前
掲
法
学
新
報
三
七
頁
、
伊
澤
・
前
掲
保
険
法
一
〇
四
1
一
〇
五
頁
。
被
保
険
利
益
の
帰
属
主
体
で
あ
る
被
保
険
者
が
何
人
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
が
保
険
者
に
と
っ
て
重
要
性
を
有
す
る
の
は
、
保
険
の
目
的
物
の
管
理
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
伊
澤
・
前
掲
法
学

七
巻
六
号
四
ニ
ー
四
三
頁
）
。

　
国
町
窪
げ
霞
σ
q
“
p
p
O
°
Q
Q
。
駆
刈
悼
一
空
雰
①
〒
諺
げ
茜
げ
9
ヨ
“
∪
窃
”
Φ
9
け
α
角
Q
Q
8
＜
①
同
匹
o
げ
①
≡
昌
o
q
“
し
σ
α
」
L
O
①
O
》
Q
D
°
悼
o
。
㊤
゜

　
岡
野
・
前
掲
四
入
九
頁
。
な
お
、
保
険
者
の
給
付
は
、
将
来
の
不
確
定
な
事
実
の
発
生
に
依
存
し
、
ま
た
保
険
契
約
者
の
種
々
の
義
務
に
よ
っ
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（
3
8
）

A　　　　4443
）　　　）

　　　　　　　　A　　　　

42　41　40　39
）　　　）　　　）　　　）

474645
　　　）　　　）

（
4
8
）

（
4
9
）

（
5
0
）

（
5
1
）

て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
市
場
価
格
（
ζ
㊤
爵
ε
冨
♂
）
は
形
成
さ
れ
え
ず
、
保
険
証
券
は
流
通
証
券
と
は
な
り
え
な
い
　
（
≦
「
い
①
≦
置

い
①
訂
げ
目
6
ザ
α
①
゜
。
＜
①
冨
ぎ
げ
曾
ロ
⇒
σ
q
i
－
話
。
『
誘
目
Q
。
Q
。
㊤
〕
Q
Q
°
嵩
目
）
。
こ
れ
に
対
し
、
保
険
事
故
の
発
生
が
確
定
し
て
い
る
生
命
保
険
で
は
、
保
険
金
請
求

権
は
当
初
か
ら
資
本
価
値
（
区
碧
騨
巴
゜
。
≦
Φ
詳
）
を
有
す
る
（
即
ζ
色
①
〒
甲
N
げ
碧
F
O
Φ
仁
駐
筈
霧
＝
騨
巳
Φ
醇
①
。
耳
H
㊤
O
ρ
Q
Q
’
謡
①
）
。

　
注
釈
民
法
ω
総
則
ω
三
三
四
頁
（
金
山
正
信
筆
）
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
二
年
）
、
西
沢
修
「
期
待
権
」
末
川
博
編
・
民
事
法
学
辞
典
上
巻
三
三
五

頁
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
八
年
）
。

　
於
保
不
二
雄
・
財
産
管
理
権
論
序
説
三
一
九
頁
参
照
（
有
信
堂
、
昭
和
二
九
年
）
。

　
野
津
・
前
掲
法
学
新
報
三
九
－
四
〇
頁
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
四
四
入
頁
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
六
三
四
－
六
三
五
頁
、
大
森
・
前
掲
］
七
五
頁
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
六
三
四
頁
。

　
石
井
・
前
掲
商
法
H
二
九
九
－
三
〇
〇
頁
、
同
・
前
掲
商
法
に
お
け
る
基
本
問
題
九
四
頁
（
2
）
、
石
井
照
久
1
1
鴻
常
夫
・
海
商
法
・
保
険
法
一

七
九
－
一
八
〇
頁
（
勤
草
書
房
、
昭
和
五
一
年
）
。
も
っ
と
も
、
石
井
照
久
・
海
上
保
険
法
三
一
頁
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
一
七
年
）
は
、
流
通
性

を
認
め
る
実
際
上
の
必
要
を
理
由
と
し
て
、
有
価
証
券
性
を
肯
定
し
て
い
た
。

　
石
田
満
・
商
法
W
（
保
険
法
）
〔
改
訂
版
〕
一
〇
二
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
）
。

　
前
田
庸
・
保
険
判
例
百
選
四
九
頁
。

　
西
島
梅
治
・
保
険
法
〔
第
三
版
〕
八
〇
頁
（
悠
々
社
、
一
九
六
入
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
抗
要
件
不
要
説
が
有
価
証
券
性
の
否
定
説
に
結
び
つ
く
と

す
る
見
解
（
大
森
・
前
掲
一
四
五
頁
（
十
一
）
は
「
不
正
確
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
西
島
（
梅
）
・
前
掲
入
二
頁
（
1
1
）
）
。

　
そ
こ
で
、
せ
い
ぜ
い
対
抗
要
件
の
具
備
を
要
し
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
で
の
み
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
（
龍
田
節
・
損
害
保
険
判

例
百
選
三
九
頁
。
傍
点
は
筆
者
）
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
野
津
務
「
保
険
の
目
的
の
譲
渡
－
石
田
助
教
授
の
論
文
に
寄
せ
て
I
」
損
害
保
険
契
約
の
基
本
問
題
・
今
村
有
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
一
四
－

一
五
頁
（
損
害
保
険
事
業
研
究
所
、
昭
和
四
二
年
）
。
大
森
・
前
掲
一
四
五
（
＝
）
も
参
照
。

　
国
腎
①
口
σ
曾
σ
q
”
穿
P
O
°
Q
。
」
刈
G
。
も
、
指
図
文
句
は
、
単
に
、
す
で
に
行
わ
れ
た
譲
渡
の
証
明
を
容
易
な
ら
し
め
る
機
能
し
か
有
し
な
い
と
す
る

（
傍
点
は
筆
者
）
。

　
西
島
（
梅
）
前
掲
入
○
頁
。
な
お
、
ド
イ
ツ
商
法
三
六
三
条
二
項
は
、
運
送
保
険
証
券
は
、
指
図
式
で
あ
る
場
合
に
は
、
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
す

る
こ
と
が
で
き
ご
と
、
三
六
四
条
一
項
は
、
証
券
か
ら
生
ず
る
一
切
の
権
利
は
裏
書
に
よ
っ
て
移
転
す
る
と
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
学
説
は
、
指
図



指図式保険証券の有価証券性

（
5
2
）

　54

）

　53

）

A57
）

A　　　A5655
）　　　）

式
保
険
証
券
は
真
の
有
価
証
券
（
国
。
匿
Φ
≦
曾
8
p
嘗
①
お
）
で
あ
り
、
保
険
契
約
に
も
と
つ
く
権
利
は
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
と

解
し
て
い
る
（
国
゜
じ
U
≡
o
F
U
器
℃
ユ
く
鉾
く
醇
゜
。
ざ
げ
臼
暮
σ
q
°
。
冨
o
鐸
H
㊤
こ
。
ρ
Q
Q
°
旨
。
。
一
9
Ω
δ
蒔
ρ
＜
吟
．
■
8
げ
霞
⊆
ロ
α
q
i
－
冨
筈
ゴ
b
J
F
N
H
逡
刈
層
O
Q
。
置
゜
。
い

国
・
国
o
h
日
き
♪
℃
二
く
暮
〈
o
円
。
。
ざ
げ
①
円
ロ
ロ
α
q
ω
お
。
巨
一
ω
．
〉
仁
中
μ
㊤
り
μ
”
Q
Q
袖
こ
。
1
謡
一
〉
°
閑
8
鐸
①
♪
℃
円
一
く
馨
く
①
冨
ざ
げ
霞
ロ
ロ
σ
q
°
。
器
。
げ
け
H
㊤
Q
。
ρ
Q
Q
μ
O
G
。
）
。
こ

れ
に
対
し
、
国
゜
国
8
匡
①
♪
＜
σ
邑
筈
葭
ロ
ロ
α
q
°
。
語
6
巨
目
㊤
刈
ρ
Q
Q
』
。
。
㎝
山
。
。
⑦
は
、
ド
イ
ツ
商
法
三
六
一
二
条
二
項
に
よ
っ
て
運
送
保
険
証
券
が
保
険
金
請

求
権
を
担
っ
て
有
価
証
券
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
依
然
と
し
て
証
拠
証
券
に
と
ど
ま
る
の
で
、
裏
書
に
よ
っ
て
保
険
金
請
求
権
は
譲
渡
さ

れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
西
島
（
梅
）
・
前
掲
二
一
九
－
二
二
〇
頁
、
石
田
・
前
掲
一
五
二
頁
。
な
お
、
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
通
知
に
よ
り
、
保
険
金
請
求

権
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
対
抗
力
が
生
ず
る
（
田
辺
康
平
1
1
坂
口
光
男
編
・
注
釈
住
宅
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
一
五
三
頁
（
坂
口
光
男
筆
）
（
中
央

経
済
社
、
平
成
一
〇
年
）
）
。

　
西
島
（
梅
）
・
前
掲
八
〇
頁
。

　
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
の
と
き
の
通
知
義
務
（
例
え
ば
、
住
宅
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
の
八
条
）
は
、
指
図
式
保
険
証
券
が
発
行
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
保
険
者
の
免
除
に
よ
り
、
履
行
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
島
十
四
郎
「
保
険
証
券
－
指
図
式
運
送
保
険
証
券
1
の
有

価
証
券
性
」
石
井
照
久
先
生
追
悼
論
文
集
・
商
事
法
の
諸
問
題
二
四
入
頁
参
照
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
九
年
）
）
。

　
石
田
・
前
掲
一
〇
三
頁
、
島
・
前
掲
二
四
八
頁
、
二
五
〇
1
二
五
一
頁
。

　
西
島
（
梅
）
・
前
掲
二
一
九
－
二
二
〇
頁
、
ω
ざ
ロ
ゆ
゜
。
“
p
塑
゜
○
°
Q
Q
」
㊤
し
。
°

　
石
田
・
前
掲
一
〇
二
頁
。

三
　
有
価
証
券
性
肯
定
説

　
　
　
一
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
る
証
券
が
有
価
証
券
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
は
、
証
券
の
作
成
者
が
証
券
に
権
利
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

37

@
章
せ
し
め
る
意
思
で
証
券
を
作
成
し
た
か
否
か
と
い
う
証
券
作
成
者
の
意
思
、
証
券
が
取
引
社
会
に
お
い
て
権
利
を
表
章
す
る
証
券
と
し

ー　
　
て
授
受
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
証
券
の
授
受
に
よ
る
権
利
の
移
転
が
そ
の
権
利
の
性
質
に
反
し
な
い
か
否
か
、
証
券
に
よ
る
権
利
流
通
の
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（
2
V

助
長
が
取
引
の
必
要
に
合
致
す
る
か
と
い
う
、
実
質
的
な
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
価
証
券
に
認
め
ら
れ
る
証
券
の
決
定
力
を

認
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
有
価
証
券
性
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
仮
に
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
考
え
方
と
し
て

は
逆
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
右
で
述
べ
た
基
準
に
従
う
な
ら
ば
、
有
価
証
券
性
が
問
題
と
な
る
の
は
、
流
通
証
券
上
の
目
的
物
に
つ
い
て
の
保
険
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
発
行
さ
れ
た
積
荷
保
険
証
券
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
積
荷
保
険
証
券
は
、
常
に
指
図
式
で
あ
り
、
船
荷
証
券
と
と
も
に

裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
保
険
者
も
取
引
上
の
必
要
に
応
ず
る
た
め
保
険
金
請
求
権
を
表
章
す
る
も
の
と
し
て
指
図
式
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

険
証
券
を
発
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
有
価
証
券
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

　
二
　
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
無
条
件
で
、
す
な
わ
ち
単
独
で
も
肯
定
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
と
こ
ろ
で
、
被
保
険
利
益
の
移
転
を
伴
わ
ず
に
保
険
金
請
求
権
の
み
を
単
独
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
運

送
証
券
の
移
転
を
伴
わ
な
い
保
険
証
券
の
み
の
単
独
譲
渡
は
認
め
ら
れ
ず
、
保
険
証
券
が
運
送
証
券
と
一
体
を
な
し
て
流
通
し
て
い
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

合
に
限
っ
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
保
険
証
券
に
よ
っ
て
保
険
金
請
求
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

単
独
で
流
通
さ
せ
る
要
請
な
い
し
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
保
険
金
請
求
権
の
単
独
処
分
を
促
進
し
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

関
す
る
民
法
四
六
七
条
の
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
必
要
性
は
一
般
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
招
致
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
う
弊
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
必
要
性
の
欠
如
と
弊
害
防
止
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、

右
の
見
解
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
運
送
証
券
の
譲
渡
を
伴
わ
な
い
保
険
証
券
の
み
の
単
独
譲
渡
は
、
そ
の
必
要
性
が
乏
し
く
、
ま
た
そ
の
流
通
は
至
難
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

し
て
も
、
そ
の
た
め
に
保
険
証
券
自
体
の
有
価
証
券
性
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
要
性
の
有
無
と
有
価
証

券
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
保
険
事
故
招
致
の
弊
害
と
い
う
こ
と
が
述
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べ
ら
れ
る
が
、
運
送
保
険
に
お
け
る
保
険
の
目
的
物
は
運
送
人
の
直
接
占
有
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
保
険
金
請
求
権
の
譲
受
人
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
保
険
事
故
招
致
と
い
う
こ
と
は
】
般
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
保
険
証
券
上
の
権
利
は
、
保
険

の
目
的
物
に
つ
い
て
の
被
保
険
利
益
に
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
填
補
請
求
権
で
あ
る
か
ぎ
り
、
保
険
証
券
上
の
権
利
は
被
保
険
利
益
と
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

離
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
険
金
請
求
権
の
単
独
譲
渡
は
認
め
ら

れ
る
か
否
か
、
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
今
後
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
三
　
ω
　
有
価
証
券
制
度
は
、
証
券
に
権
利
を
結
合
さ
せ
て
権
利
の
流
通
性
を
促
進
す
る
と
い
う
必
要
性
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
た
め
、
有
価
証
券
に
は
、
一
般
の
指
名
債
権
の
譲
渡
と
比
較
し
て
、
権
利
譲
渡
手
続
を
容
易
化
な
ら
し
め
る
機
能
と
、
権
利
譲
渡
の
効
力

を
強
化
な
ら
し
め
る
と
い
う
機
能
が
存
す
る
。
前
者
は
、
対
抗
要
件
具
備
手
続
（
民
法
四
六
七
条
）
の
不
要
性
に
、
後
者
は
、
権
利
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

推
定
に
よ
る
権
利
行
使
の
容
易
化
、
証
券
の
善
意
の
取
得
者
保
護
（
善
意
取
得
、
人
的
抗
弁
の
制
限
等
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
現
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
有
価
証
券
制
度
に
お
い
て
は
、
証
券
に
権
利
が
結
合
さ
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
証
券
が
権
利
の
所
属
を
決
定
す
る
と
い
う
機
能

を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
証
券
の
所
持
人
が
権
利
者
と
認
め
ら
れ
、
権
利
の
証
明
な
く
し
て
権
利
の
行
使
が
可
能
で
あ
り
、
第

二
に
、
債
務
者
も
証
券
の
所
持
人
に
弁
済
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
有
価
証
券
の
積
極
的
作
用
）
。
ま
た
、
こ
れ
と
反
対
に
、
証

券
を
所
持
し
な
い
者
は
権
利
者
と
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
第
一
に
、
証
券
を
所
持
し
な
い
者
は
権
利
を
証
明
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
権
利

の
行
使
は
で
き
ず
、
第
二
に
、
し
た
が
っ
て
、
証
券
を
所
持
し
な
い
者
に
よ
る
抜
け
駆
け
的
な
権
利
行
使
に
よ
っ
て
権
利
者
の
権
利
が
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
防
止
さ
れ
る
（
証
券
の
安
全
機
能
）
こ
と
に
な
る
（
有
価
証
券
の
消
極
的
作
用
）
。
有
価
証
券
に
は
、
右
で
述
べ
た

よ
う
な
機
能
な
い
し
決
定
力
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ω
　
そ
こ
で
、
権
利
譲
渡
手
続
の
容
易
化
機
能
と
さ
れ
る
対
抗
要
件
の
具
備
の
点
に
着
眼
し
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
肯
定
し

よ
う
と
す
る
見
解
が
か
つ
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
は
、
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
保
険
金
請
求
権
が
独
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立
に
移
転
す
る
と
い
う
意
味
で
の
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
保
険
の
目
的
物
に
随
伴
し
て
保
険
金
請
求
権
が
移

転
さ
れ
る
と
き
に
保
険
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
（
民
法
四
六
九
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
の
例
と
し
て
）
が
認
め
ら
れ
る
と
解
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
吟
味
・

検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
に
、
こ
の
見
解
は
、
保
険
金
請
求
権
は
裏
書
に
よ
っ
て
移
転
す
る
の
で
は
な
い
が
、
裏
書
に
よ
っ
て
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
る
と
し

て
い
る
の
で
、
裏
書
に
よ
る
対
抗
要
件
具
備
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
保
険
金
請
求
権
は
裏
書
に
よ
っ
て
移
転
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

考
え
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
裏
書
に
よ
っ
て
移
転
し
た
保
険
金

請
求
権
に
つ
い
て
裏
書
が
対
抗
要
件
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
二
に
、
な
る
ほ
ど
、
債
務
者
が
指
図
式
証
券
を
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

す
る
の
は
、
民
法
四
六
七
条
の
適
用
を
排
除
す
る
と
い
う
意
思
を
表
明
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
ま
た
、
対
抗
要
件
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

備
を
免
除
す
る
と
い
う
趣
旨
で
指
図
式
証
券
が
発
行
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裏
書
に
よ
っ
て
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
る
と
い

う
点
に
、
有
価
証
券
の
一
つ
の
大
き
な
特
質
が
認
め
ら
れ
る
。
問
題
は
、
保
険
証
券
を
、
裏
書
は
単
な
る
対
抗
要
件
に
と
ど
ま
る
と
定
め

て
い
る
民
法
四
六
九
条
の
指
図
債
権
の
例
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
の
当
否
で
あ
る
。
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
指
図
債
権
も
証

券
的
債
権
で
あ
る
以
上
、
そ
の
譲
渡
は
指
名
債
権
の
譲
渡
と
同
じ
く
単
な
る
意
思
表
示
だ
け
で
効
力
が
生
じ
証
券
の
裏
書
は
対
抗
要
件
に

と
ど
ま
る
と
す
る
こ
と
は
、
証
券
的
債
権
の
本
質
に
反
す
る
。
そ
こ
で
学
説
は
、
民
法
四
六
九
条
の
規
定
を
修
正
し
て
解
釈
す
る
か
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

事
者
の
意
思
は
証
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
の
効
力
が
生
ず
る
趣
旨
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
指
図
債
権
に
は
本
条
の
規
定
を
適
用
す

　
　
　
　
　
　
（
2
0
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

べ
き
で
な
い
と
か
、
本
条
を
実
質
的
に
無
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
指
図
債
権
は
実
際
界
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

発
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
に
保
険
証
券
を
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
指
図
債
権
の
例
と
し
て
掲

げ
て
い
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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⑧
　
そ
こ
で
、
有
価
証
券
の
決
定
力
に
着
眼
し
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
肯
定
し
よ
う
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
保
険
証
券
に
、
保
険
金
請
求
権
所
属
の
決
定
力
及
び
保
険
証
券
の
記
載
に

決
定
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
決
定
力
を
認
め
る
必
要
か
ら
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と

さ
れ
る
。
こ
れ
を
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
が
認
め
ら
れ
る
と
、
有
価
証
券
の
積
極
的
作
用
に
よ
っ
て
保
険
金

請
求
権
の
行
使
が
容
易
と
な
り
、
有
価
証
券
の
消
極
的
作
用
に
よ
っ
て
保
険
証
券
を
所
持
し
な
い
者
に
よ
る
抜
け
駆
け
的
な
権
利
の
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

か
ら
権
利
者
の
権
利
の
安
全
が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
保
険
金
請
求
権
の
性
質
か
ら
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ず
る
抗
弁
を
除
い
て
保
険
証
券
の
記
載
に
決
定
力
が
認
め
ら
れ
、
有
利
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
証
券
法
理
が
適
用
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
保
険
証
券
に
、
保
険
金
請
求
権
の
帰
属

及
び
内
容
に
つ
い
て
の
決
定
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
こ
と
を
取
り
立
て
て
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。

　
四
　
最
後
に
、
保
険
証
券
が
運
送
証
券
と
一
体
を
な
し
て
流
通
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
有
価
証
券
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
す
る

見
解
に
従
う
と
、
こ
の
よ
う
な
保
険
証
券
を
ど
の
よ
う
な
性
質
の
有
価
証
券
と
解
し
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
ま
ず
、
こ
の
場
合
の
保
険
証
券
は
、
有
価
証
券
と
い
う
よ
り
も
「
有
価
証
券
的
性
質
」
を
有
す
る
も
の
、
「
制
限
的
有
価
証
券
」
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

は
、
「
あ
る
範
囲
に
お
い
て
…
…
有
価
証
券
的
性
質
」
を
有
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
運
送
証
券
と
一
体
を
な
し
て
い
な
い
保
険

証
券
は
、
単
独
で
は
有
価
証
券
に
認
め
ら
れ
る
機
能
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
有
価
証
券
性
を
認
め
る
こ
と
は
「
ほ
と
ん
ど
無
意
味
」
で

　
（
2
9
）

あ
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

保
険
証
券
を
有
価
証
券
法
の
体
系
内
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、
法
体
系
は
上
下
の
階
層
を
な
し
て
お
り
、
有
価
証
券
の
内
部
に
お
い
て
も
、
完
全
形
態
の
も
の
か
ら
不
完
全
形
態

の
も
の
に
至
る
と
い
う
よ
う
に
階
層
性
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
不
完
全
形
態
の
有
価
証
券
を
有
価
証
券
法
の
体
系
か
ら
排
除
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の
で
は
な
く
、
有
価
証
券
法
の
体
系
内
に
位
置
づ
け
た
う
え
で
そ
の
特
殊
性
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
右
で
述
べ
た
こ
と
と
は
異
な
り
、
有
価
証
券
の
内
部
に
お
け
る
証
券
の
階
層
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

が
、
右
で
述
べ
た
こ
と
の
趣
旨
に
従
い
、
運
送
証
券
と
一
体
と
な
っ
て
の
み
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
保
険
証
券
も
、
こ
れ
に
ど
の
よ

う
な
表
現
を
与
え
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
有
価
証
券
と
し
、
有
価
証
券
法
の
体
系
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
困
難
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
保
険
証
券
は
、
一
般
の
有
価
証
券
と
比
較
し
て
、
有
価
証
券
の
概
念
・
機
能
及
び
有
価
証
券
法
理
の
適
用
等

に
関
し
、
ど
の
点
に
お
い
て
共
通
性
と
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
吟
味
・
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

れ
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）

（
2
）

（
3
）
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な
お
、
証
券
作
成
者
の
意
思
と
し
て
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
民
法
四
六
七
条
の
適
用
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
思
（
大
森
・
前
掲

一
四
一
頁
）
、
対
抗
要
件
の
具
備
を
免
除
し
よ
う
と
す
る
意
思
（
田
辺
康
平
・
新
版
現
代
保
険
法
］
〇
九
頁
（
5
）
（
文
眞
堂
、
平
成
七
年
）
）
も
考

え
ら
れ
る
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
四
三
六
頁
、
小
町
谷
1
1
田
辺
・
前
掲
五
六
頁
、
伊
澤
・
前
掲
法
学
七
巻
五
号
二
九
－
三
〇
頁
。
そ
こ
で
、
大
森

忠
夫
「
指
図
式
保
険
証
券
の
裏
書
」
法
学
論
叢
三
三
巻
五
号
八
七
〇
頁
は
、
本
文
で
述
べ
た
、
証
券
に
よ
る
権
利
流
通
の
助
長
の
必
要
性
は
認
め

ら
れ
な
い
と
し
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
否
定
し
て
い
た
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
四
三
八
－
四
四
五
頁
、
伊
澤
、
前
掲
法
学
七
巻
六
号
四
三
頁
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
前
述
し
た
大
審
院

昭
和
一
〇
年
の
判
決
が
「
船
舶
保
険
証
券
」
の
有
価
証
券
性
を
否
定
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
（
前
田
・
前
掲
四
九
頁
）
。

　
小
町
谷
・
前
掲
海
上
保
険
法
総
論
四
四
一
－
四
四
二
頁
。

　
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
保
険
証
券
の
所
持
人
は
、
保
険
者
か
ら
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
支
払
い
を
受
け
た
保
険
金

を
保
険
証
券
の
譲
渡
人
に
引
渡
す
こ
と
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
（
野
津
・
前
掲
新
保
険
契
約
法
論
一
七
七
頁
）
。
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2
6
）

　
大
森
・
前
掲
保
険
法
一
四
一
頁
、
西
島
（
梅
）
・
前
掲
七
九
頁
。

　
石
井
1
1
鴻
・
前
掲
一
七
九
頁
、
大
森
・
前
掲
保
険
法
一
四
一
－
一
四
三
頁
、
田
辺
・
前
掲
現
代
保
険
法
一
〇
九
頁
、
西
島
（
梅
）
・
前
掲
七
九
頁
。

　
石
井
・
前
掲
商
法
H
二
九
九
頁
、
石
井
1
1
鴻
・
前
掲
一
七
八
－
一
八
〇
頁
、
大
森
・
前
掲
保
険
法
一
四
一
頁
。

　
西
島
（
梅
）
・
前
掲
七
九
頁
。

　
石
井
・
前
掲
商
法
1
1
二
九
九
頁
、
石
井
1
1
鴻
・
前
掲
一
七
九
頁
、
西
島
（
梅
）
・
前
掲
七
九
頁
。

　
小
町
谷
闘
田
辺
・
前
掲
五
六
－
五
七
頁
三
。

　
伊
澤
・
前
掲
保
険
法
一
〇
四
1
一
〇
五
頁
、
野
津
・
前
掲
法
学
新
報
三
七
頁
、
石
井
1
1
鴻
・
前
掲
一
七
九
頁
。

　
田
辺
・
前
掲
現
代
保
険
法
一
〇
九
頁
。

　
鈴
木
・
前
掲
手
形
法
・
小
切
手
法
九
－
一
〇
頁
、
前
田
庸
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
三
－
三
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
。

　
鈴
木
・
前
掲
手
形
法
・
小
切
手
法
一
〇
ー
一
二
頁
。
な
お
、
権
利
譲
渡
手
続
の
簡
易
化
、
善
意
の
証
券
取
得
者
の
保
護
は
、
流
通
証
券
と
し
て

の
有
価
証
券
の
機
能
で
あ
り
、
債
務
者
保
護
、
債
権
者
の
安
全
確
保
は
、
呈
示
証
券
と
し
て
の
有
価
証
券
の
機
能
で
も
あ
る
（
甲
U
雪
α
q
Φ
コ
ぴ
①
円
α
q
噸

9
①
＜
町
゜
。
ざ
冨
2
謁
゜
自
℃
o
目
o
①
お
刈
N
G
Q
．
ω
Q
。
°
）
。

　
石
井
・
前
掲
商
法
1
1
二
九
九
頁
、
石
井
ロ
鴻
・
前
掲
一
七
九
頁
。

　
大
森
・
前
掲
保
険
法
一
四
一
頁
。

　
田
辺
・
前
掲
現
代
保
険
法
］
〇
九
頁
（
5
）
。

　
我
妻
・
前
掲
五
五
九
頁
。

　
於
保
・
前
掲
債
権
総
論
二
九
三
頁
。

　
升
本
喜
兵
衛
「
裏
書
」
末
川
博
編
・
前
掲
民
事
法
学
辞
典
上
巻
入
四
頁
。

　
升
本
・
前
掲
八
四
頁
、
石
井
・
前
掲
商
法
に
お
け
る
基
本
問
題
九
四
頁
（
2
）
参
照
。

　
西
島
（
梅
）
・
前
掲
八
〇
頁
、
鈴
木
竹
雄
編
「
保
険
証
券
」
新
法
学
演
習
講
座
商
法
下
巻
一
二
五
頁
（
青
林
書
院
、
昭
和
三
四
年
）
。

　
鈴
木
竹
雄
・
前
掲
商
行
為
法
・
保
険
法
・
海
商
法
八
五
頁
、
同
編
・
前
掲
新
法
律
学
演
習
講
座
一
二
五
頁
。

　
な
お
、
あ
る
証
券
が
有
価
証
券
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
有
価
証
券
と
し
て
の
基
準
な
い
し
要
件
を
充
た
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
鈴
木
・
前
掲
商
行
為
法
・
保
険
法
・
海
商
法
八
五
－
八
六
頁
が
、
決
定
力
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
有
価
証
券
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
考
え
方
と
し
て
は
逆
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
田
辺
・
前
掲
現
代
保
険
法
一
〇
九
頁
（
4
）
参
照
。
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石
田
・
前
掲
一
〇
四
頁
②
。

　
中
西
正
明
「
保
険
証
券
」
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〔
第
三
版
〕
商
法
総
則
・
商
行
為
法
二
四
四
頁
（
日
本
評
倫
社
、
一
九
九
一
年
）
。
な
お
、

本
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
は
、
そ
の
意
味
及
び
そ
の
よ
う
な
証
券
の
有
価
証
券
法
体
系
へ
の
位
置
づ
け
等
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
岩
崎
稜
「
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
商
法
の
争
点
H
二
六
九
頁
（
有
斐
閣
、
平
成
五
年
）
。

　
西
原
・
前
掲
法
学
雑
誌
三
七
四
頁
参
照
。

　
大
森
・
前
掲
保
険
法
一
四
一
頁
は
、
保
険
証
券
が
有
価
証
券
で
あ
る
か
否
か
を
抽
象
的
に
議
論
す
る
よ
り
も
、
有
価
証
券
に
認
め
ら
れ
る
諸
々

の
効
力
の
有
無
を
、
保
険
証
券
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
は
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
こ

れ
と
相
通
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

叢論

四
　
む
す
び

律法

　
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
に
お
い
て
、
指
図
式
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
吟
味
・
検
討
を
加
え
た
。
こ
れ
を
要
約

し
て
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
従
来
の
通
説
は
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
保
険
証
券
な
い
し
保
険
金
請
求

権
の
特
殊
性
に
着
眼
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性

自
体
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
険
法
の
基
礎
法
理
に
関
し
て
再
検
討
の
必
要
を
迫
ま
る
契
機
を
も
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の

通
説
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
不
要
因
で
な
い
証
券
を
有
価
証
券
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
価
証
券
の

意
義
の
理
解
に
お
い
て
決
定
的
な
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
っ
た
。
他
方
、
商
法
六
五
〇
条
の
解
釈
に
お
い
て
保
険
金
請
求

権
移
転
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
具
備
不
要
説
に
立
っ
て
、
保
険
証
券
の
有
価
証
券
性
を
否
定
す
る
近
時
の
学
説
に
は
、
対
抗
要
件
具
備
の
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不
要
と
有
価
証
券
性
否
定
と
い
う
、
異
質
的
な
別
個
の
問
題
を
あ
え
て
結
び
つ
け
て
い
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
有
価
証
券
性
肯
定
説
は
、
あ
る
証
券
が
有
価
証
券
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
の
基
準
を
ま
ず
示
し
、
こ
の
基
準
を
充
た

す
保
険
証
券
を
有
価
証
券
と
解
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
従
来
の
通
説
に
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
は
欠
け
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
有
価
証
券
性
肯
定
説
に
も
、
な
お
検
討
を
要
す
る
い
く
つ
か
の
基
本
的
で
重
要
な
課
題

が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
課
題
は
、
運
送
証
券
と
一
体
と
な
っ
て
の
み
有
価
証
券
性
が
認
め
ら
れ
る
と

さ
れ
る
保
険
証
券
を
ど
の
よ
う
な
有
価
証
券
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
保
険
証

券
を
有
価
証
券
法
の
体
系
内
に
お
い
て
、
有
価
証
券
法
理
の
観
点
か
ら
そ
の
特
殊
性
を
具
体
的
に
吟
味
す
る
こ
と
が
今
後
の
検
討
課
題
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
一
・
一
〇
・
五
）
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